
 1 / 2 一般競争入札公告共通事項 

 

一般競争入札公告共通事項 

 

１ 入札参加資格審査について 

（１）入札への参加を希望する者は、公告において指定する期日までに、倉敷市業務委託入札参

加資格審査申請書兼参加申込書、その他必要書類を提出すること。 

（２）参加資格の審査結果については、ファクシミリにて通知する。 

（３）参加資格の審査を行った結果、参加資格を有する者がいない場合は、入札を中止する。 

（４）参加資格の審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、入札参加者に対し聴き取り

調査を実施することができるものとする。 

 

２ 入札書の提出について 

（１）提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

（３）入札回数は３回とする。 

 

３ 再度入札について 

（１）２回目の入札に参加することができる者は、１回目の入札に参加した者に限る。 

（２）３回目の入札に参加することができる者は、２回目の入札に参加した者に限る。 

（３）３回目の入札においても落札者がないときは、３回目に最安価格を提示した者と予定価格

の範囲内で随意契約をすることができる。 

 

４ 落札者の決定について 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とする。 

 

５ 契約保証金について 

（１） 契約を締結しようとするときは、契約者は次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな

ければならない。なお、保証の額は契約金額の１００分の１０以上とする。 

①契約保証金の納付 

税制課で発行する納入通知書で納付すること。 

②契約保証金の納付に代わる担保の提供 

  ア 有価証券等（利付国債又は地方債に限る。）の提供 

  イ 市長が確実と認める金融機関等（倉敷市指定金融機関、倉敷市指定代理金融機関

及び倉敷市収納代理金融機関）の保証 

（２）契約保証金の減免 

次のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部を免除する。 

①契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

②過去２年間に国又は地方公共団体（これらの公社・公団を含む。）と、当該契約と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結して、これらをすべて誠実に履行

し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

※上記（１）②アに該当する場合は有価証券等を、（１）②イに該当する場合は保証書を、 

（２）①に該当する場合は当該履行保証保険に係る証券を、（２）②に該当する場合は、
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契約実績が分かる書類（契約書の写し等）を、落札後税制課へ提出すること。 

 

６ その他注意事項 

（１）談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札を延

期又は中止する。また、入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合（不適正な

入札であると判断される場合を含む。）は、その入札の全部を無効とする。 

（２）入札条件等及び契約条項については、入札公告、一般競争入札公告共通事項及び倉敷市財

務規則による。 

（３）虚偽の入札参加資格審査申請を行ったことが判明した場合は、落札決定を取り消すものと

する。また、契約締結後にあっては契約の解除を行うことができるものとする。 

（４）入札参加業者名等は落札決定時まで非公表とする。したがって、事前に入札参加者を知ろ

うとする行為は入札の公正を害する行為と認め、指名停止等の対象となるので、厳に慎むこ

と。 

（５）倉敷市財務規則及び様式のダウンロードは、倉敷市ホームページ「おしらせ（市税全般）」

を参照のこと。    

（https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/tax/1012518/index.html） 

 

 

【問い合せ先】             

倉敷市市民局税務部税制課       

電 話：０８６－４２６－３１７５   

       ＦＡＸ：０８６－４２７－５１６０   


